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第２期交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の方向性について 

 

１．改定にあたっての考え方 

 まち・ひと・しごと創生法において、市町村が総合戦略を策定する際は、国及び都道

府県の総合戦略を勘案するよう定められている。 

 現在、国で進められている次期総合戦略に係る議論を注視するとともに、大阪府の方

針を踏まえ改定作業を進める。 

 情報収集を進めることと併せて、本市における現行戦略の数値目標や掲げられた事業

について、その成果や課題の検証を行い、次期総合戦略への反映を行う。 

 

 【参考】まち・ひと・しごと創生法 

第十条 市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、まち・ひと・しごと

創生総合戦略（都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときは、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略）を勘案

して、当該市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策について

の基本的な計画（次項及び第三項において「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」

という。）を定めるよう努めなければならない。 

 

２．第２期に向けた国の考え方 
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３．国「基本方針 2019」による新たな視点 

 

 

 

 

４．今後のスケジュール（案） 

令和元年 

6月下旬 第８回総合戦略審議会の開催 

（議題：前年度の実績報告他） 

国より次期総合戦略に係る「基本方針 2019」の提示 

夏頃 大阪府より総合戦略改定に係る方針の提示 

事務局による現行戦略のまとめと新戦略素案の検討 

10月頃 第９回総合戦略審議会の開催 

（議題：国等の動向、現行戦略のまとめ、新戦略素案につ

いて） 

12月頃 第１０回総合戦略審議会の開催 

（議題：新総合戦略案に係る協議・検討） 

国より「第２期まち・ひと・しごと総合戦略」の提示 

令和 2年 
1～2月頃 パブリックコメントの実施 

2～3月頃 成案化、公表 
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